
循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

人間ドック受診費用の助成 

　町国民健康保険に加入している方を対象に
人間ドック受診費用の助成を実施しています。
人間ドックで体の状態をチェックして、疾病予防・
健康づくりに役立てましょう。 
　助成の内容については次のとおりです。申請
方法などの詳しい内容についてはお問合せく
ださい。 

【問 合 先】 住民課　蕁388‐1115

笠松町あいさつ運動 
～人と人とがつながる笠松町をめざして～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
【日 に ち】 
【場所・時間】 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　笠松中学校生徒会は、あいさつ運動を通して、
笠松町に貢献したいと考えています。あいさつ
を通して、地域の方と顔見知りになることは、笠
松町を優しく明るい町にすることにつながります。
笠松町の皆さんと共にふるさと笠松を明るくし
ていきたいと思いますので、あいさつ運動への
参加をお待ちしています。ご協力をよろしくお願
いします。 

12月17日（火）・18日（水） 
 

・各小学校の校門や児童玄関（午前7時45分～） 
・旧山岡薬局前、西笠松駅、笠松駅、笠松幼
稚園前、羽島梱包北交差点、スポーツ交流
館（午前7時30分～） 
・児童生徒の通学路 

笠松中学校　蕁387‐2442

対 象 者  

助成金額 

対象医療
機 関  
受診期間 

申請期限 

その他の
条 件  

町国民健康保険に加入している 
40歳～74歳の方 
人間ドック費用の1/2以内 
（上限15,000円、100円未満切捨て） 
※ただし、オプション検査を除く。 
特に指定はありませんので、ご自身の都合の
よい医療機関で受診してください。 
令和2年2月29日（土）まで 
人間ドックを受診した日から2ヶ月以内 
※ただし、受診した年度内に申請が必要です。 
・申請にあたっては、人間ドックの検査結果
の提出が必要です。 

・助成の回数は1年度内に1回です。 
・町が実施する特定健診、はつらつ健診、胃
がん検診、肺がん検診、大腸がん検診を受
診した場合は助成を受けることができま
せん。 
・国民健康保険税に未納がある世帯の方は
助成を受けることができません。 

第71回人権週間 

【番 組 名】 
【放 送 日】 
 
 
 
【放送時間】 

【番 組 名】 
【チャンネル】 
【放送日時】 

内 案 組 番 の 月 12チャンネル 
CCN

エリアトピックス　【チャンネル】12ch 
○松枝小学校ふれあいフェスタ 12月 4日（水） 
○ワンデーレッスン正月飾りづくり 12月13日（金） 
○名鉄笠松駅イルミネーション点灯式  
 12月20日（金） 
午前7時45分～ほか 

攻略！明智光秀ゆかりの地 岐阜 
12ch 
毎週金曜　午後10時～ 
毎週土曜　午前10時～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があります。 

　世界人権宣言が採択され、本年で71周年を
迎えます。国際連合は、世界人権宣言の採択
を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と
定めています。 
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月
4日から10日までの1週間を「第71回人権週間」
として、全国各地で啓発活動を実施します。 

みんなで築こう　人権の世紀 
～考えよう　相手の気持ち 
未来へつなげよう　違いを認め合う心～ 

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　皆さんもこの人権週間に、身近なことから人
権を考えてみませんか。 
　人権問題や悩みごとなどでお困りの方は、人
権擁護委員（23ページ参照）または法務局にご
相談ください。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。 

岐阜地方法務局人権擁護課 
蕁245‐3181

ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 

　県において、バリアフリー法に基づく車椅子使用
者用駐車区画に加え、歩行困難者用プラスワン区画
が新たに設定・確保され、これらを利用できる方に利
用証が交付されます。 
　これらの駐車場を利用できる方を明確にすること
によって、不適正利用を防止し、車椅子の方や歩行
困難な方が優先的に駐車場を利用できるようにする
制度です。 

【問 合 先】 県地域福祉課　蕁272‐8261

対 象 者  

申 請 方 法  

申 請 先  

必 要 書 類  

一定の要件を満たす、障がいのある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方 
※詳細は、県ホームページをご覧ください。 

窓口での申請 
・岐阜地域福祉事務所（県庁2階） 
・県地域福祉課（県庁10階） 
・申請書 
・各種手帳等状況確認書類 
・本人確認書類（代理人申請の場合） 

郵送での申請 
・岐阜県庁　地域福祉課 
　〒500‐8570　岐阜市藪田南2‐1‐1 
・申請書 
・各種手帳等状況確認書類 
・本人確認書類（代理人申請の場合） 
・140円分の返信用切手 

車椅子使用者用 
駐車区画表示 

プラスワン 
区画表示 

令和元年12月1日　第1111号 令和元年12月1日　第1111号 


